
- 1 -

生 活 安 全 部
子 ど も 見 守 り 事 業 の 実 施 に つ い て

街頭緊急警報装置の設置による子ども見守り事業

１ 子どもの犯罪被害の現状

子どもが被害者となる犯罪については、昨年９月

愛知県及び広島県下において小学生女児が略取・監

禁される事件が相次いで発生したほか、県内におい

ても、これら犯罪の前兆事案ともいえる、声掛け・

つきまとい事案が高い水準で発生するなど、子ども

を犯罪被害から守るための未然防止対策は極めて重

要といえる。

２ スーパー防犯灯等による犯罪抑止対策

警察は、県民が安心して歩ける公共空間を整備

するため、街頭犯罪が多発する道路、公園等の公共空間を対象に、平成１６年度

から３か年計画で８地区７５基のスーパー防犯灯等を設置し、犯罪の抑止を図っ

てきたが、古いもので８年が経過し、約半数が故障等によって停止している状況

にあり、子どもの安全確保を始めとする防犯機能の低下が懸念される。

３ 街頭緊急警報装置による子どもの見守り強化

警察では、スーパー防犯灯等の代替機として、街

頭緊急警報装置を開発し、平成２３年度に四日市市

日永地区及び鈴鹿市白子地区に（各地区１０基）を

設置した。本装置は、赤色灯の回転や警報機の吹鳴

のほか、防犯カメラによる周辺映像の録画機能を有

する機器であり、また、通信機能を除き、コンパク

ト化したことで故障に強く、設置工事費及び維持管

理費ともに、低コストが見込まれる。

そこで、本装置をスーパー防犯灯等に代わる機器

として整備することで、子ども見守り機能の回復と

強化を図りたいと考えている。

４ 事業内容（平成２５年度）

( ) 整備地区1

２地区（２警察署管内）×８基 ＝１６基

○ 鈴鹿警察署管内

○ 松阪警察署管内

( ) 設置場所（選定理由）2

スーパー防犯灯等の設置地区のうち、学校、学

習塾等が数多く集積し、子どもの見守り機能の強

化が必要と認められる２地区を選定した。




